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議案第１９号参考資料（その１）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 20 附属機関等の取扱いに関すること 関 係 項 目

１ 同種の附属機関等については、統合するものとする。
調 整 方 針 ２ ６市町村独自に設置されている附属機関等については、実態等を考慮し整備するものとする。

現 況 調整理由 課題・

１ 市町村の現況
【調整理由】

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村専門部会名
・附属機関等は、各市町村長が法律

総務企画部会 ・渋川市情報公開審査会 ・伊香保町情報公開審査会 ・子持村情報公開審査会 ・赤城村情報公開審査会 ・北橘村情報公開審査会 又は条例の規定に基づき、市町村の─
事務について有識者等の意見を聴取・渋川市個人情報保護審査会 ・渋川市個人情報保護審査会 ・赤城村個人情報保護審査会─ ─ ─

・渋川市防災会議 ・伊香保町防災会議 ・小野上村防災会議 ・子持村防災会議 ・赤城村防災会議 ・北橘村防災会議 するために設置するもので、６市町
・渋川市消防賞じゅつ金等 村共通のものがあることから、同種─ ─ ─ ─ ─
審査委員会 のものについては、統合するものと

・子持村特別報酬等審議会 ・赤城村特別報酬等審議会 ・北橘村特別報酬等審議会 する。・渋川市特別職報酬等審議会 ・伊香保町特別職報酬等審議 ・小野上村特別報酬等審議会
会

・渋川市公務災害補償等審 【課題】─ ─ ─ ─ ─
査会
渋川市公務災害補償等認 ・新市に設置する附属機関等の委員・ ─ ─ ─ ─ ─
定委員会 構成にあたっては、市域全体の均衡

・渋川市総合開発審議会 ・伊香保町総合計画審議会 ・小野上村総合計画審議会 ・子持村総合計画審議会 ・赤城村総合計画審議会 ・北橘村総合計画審議会 を図る必要がある。
― ― ― ― ― ・ ・市町村独自に設置されている附属北橘村国際交流推進協議会

・渋川市文化行政懇談会 機関等の整備にあたっては、設置の─ ─ ─ ─ ─
・渋川市男女共同参画推進 経緯や地域の実情を踏まえ検討する─ ─ ─ ─ ─
懇談会 必要がある。

・北橘村行政改革推進委員・渋川市行政改革推進委員会 ─ ─ ─ ─
会

・北橘村消防委員会─ ─ ─ ─ ─
住民部会 ・渋川市国民健康保険運営 ・伊香保町国民健康保険運 ・小野上村国民健康保険運 ・子持村国民健康保険運営 ・赤城村国民健康保険運営 ・北橘村国民健康保険運営

協議会 営協議会 営協議会 協議会 協議会 協議会
─ ─ ─ ─ ─・渋川市環境審議会

産業廃棄物処理施設審議会・
・渋川市交通対策協議会 ・伊香保町交通対策協議会 ・小野上村交通対策協議会 ・子持村交通対策協議会 ・赤城村交通対策協議会 ・北橘村交通対策協議会
・ ・伊香保町環境美化推進協渋川市環境衛生推進協議会

議会
保健福祉部会 ・渋川市民生委員推薦会 ・伊香保町民生委員推薦会 ・小野上村民生委員推薦会 ・子持村民生委員推薦会 ・赤城村民生委員推薦会 ・北橘村民生委員推薦会

─ ─ ─ ─ ─・渋川市同和対策審議会
・渋川福祉事務所老人ホー ・伊香保町老人ホーム入所 ・子持村老人ホーム入所判 ・赤城村老人ホーム入所 ・北橘村老人ホーム入所判─
ム入所判定委員会 判定委員会 定委員会 判定委員会 定委員会

・社会を明るくする運動─ ─ ─ ─ ─
北橘村実行委員会

─ ─ ─ ─ ─・渋川市高齢者保健福祉推
進懇談会

─ ─ ─ ─ ─・渋川市高齢者交通安全推
進委員会

・伊香保町高齢者サービス ・北橘村高齢者サービス─ ─ ─ ─
チーム チーム

・渋川市健康づくり推進協 ・子持村健康づくり推進協 ・赤城村健康づくり推進協 ・北橘村健康づくり推進協─ ─
議会 議会 議会 議会

・渋川市予防接種健康被害 ・伊香保町予防接種健康被 ・小野上村予防接種健康被 ・子持村予防接種健康被害 ・赤城村予防接種健康被害 ・北橘村予防接種健康被害
調査委員会 害調査委員会 害調査委員会 調査委員会 調査委員会 調査委員会

産業経済部会 ・渋川市農政審議会 ・伊香保町農業振興地域整 ・小野上村農業振興地域整 ・子持村農業振興地域整備 ・赤城村農業振興地域整備 ・北橘村農業振興地域整備
備促進協議会 備促進協議会 促進協議会 促進協議会 促進協議会

・小野上村農業経営・生産 ・赤城村農業経営生産対策 ・北橘村農業経営生産対策─ ─ ─
対策推進会議 推進会議 推進会議

・渋川市農業経営改善計画 ・小野上村農業経営改善支 ・子持村農業経営改善計画 ・赤城村農業経営改善計画 ・北橘村農業経営改善計画─
認定審査会 援センター 認定審査会 認定審査会 認定審査会
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議案第１９号参考資料（その２）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 20 附属機関等の取扱いに関すること 関 係 項 目

現 況 調整理由 課題・

渋 川 市 伊 香 保 町 小 野 上 村 子 持 村 赤 城 村 北 橘 村専門部会名

産業経済部会 ・渋川市特別融資制度推進 ・小野上村特別融資制度推 ・子持村特別融資制度推進 ・赤城村特別融資制度推進 ・北橘村特別融資制度推進─
会議 進会議 会議 会議 会議

・小野上村学校給食地場産 ・赤城村学校給食県内産農 ・北橘村学校給食県内産農─ ─ ─
農産物利用促進協議会 作物等利用促進会議 作物等利用促進会議

─ ─ ─ ─・渋川森林整備推進協議会 ・赤城村林業構造改善事業
審議会

─ ─ ─ ─ ─・赤城家畜診療所運営委員
会

・渋川市小口資金融資審査 ・伊香保町中小企業融資促 ・小野上村小口資金融資斡 ・子持村小口資金融資斡旋 ・赤城村小口資金融資斡旋 ・北橘村小口資金融資審査
委員会 進審査委員会 旋審査委員会 審査委員会 審査委員会 委員会

・渋川市労働行政懇談会 ・子持村勤労者協議会 ・北橘村勤労者協議会─ ─ ─
・渋川まちなか活性化研究
会

・小野上温泉事業運営委員 ・ばんどうの湯運営委員会─ ─ ─
会

─ ─ ─ ─ ─・小野上村交流促進センタ
ー事業運営委員会

建設部会 ・渋川市都市計画審議会 ・伊香保町都市計画審議会 ・子持村都市計画審議会 ・北橘村都市計画審議会─ ─
─ ─ ─ ─ ─・渋川都市計画事業東部土

地区画整理審議会
─ ─ ─ ─ ─・渋川都市計画事業四ツ角

周辺土地区画整理審議会
・伊香保町土地開発事業 ・小野上村土地開発事業 ・北橘村土地利用対策審議─ ─ ─
審議会 審議会 会

上下水道部会 ・小野上村水道事業運営委 ・北橘村水道事業運営委員─ ─ ─ ─
員会 会

─ ─ ─教 育 部 会 ・渋川市奨学金貸与審査会 ・伊香保町奨学金貸与審査 ・子持村奨学金貸与審査会
会

・渋川市小学校、中学校特 ・伊香保町心身障害児就学 ・小野上村心身障害児就学 ・子持村心身障害児就学指 ・赤城村心身障害児就学指 ・北橘村心身障害児就学指
殊学級・特殊学校就学指 指導委員会 指導委員会 導委員会 導委員会 導委員会
導委員会

─ ─・渋川市学校給食共同調理 ・伊香保町学校給食運営委 ・小野上村学校給食共同調 ・子持村学校給食共同調理
場運営委員会 員会 理場運営委員会 場運営委員会

・渋川市社会教育委員会議 ・伊香保町社会教育委員会 ・小野上村社会教育委員会 ・子持村社会教育委員会議 ・赤城村社会教育委員会議 ・北橘村社会教育委員会議
議 議

・渋川市人権教育推進協議 ・小野上村人権教育推進協 ・子持村人権教育推進協議 ・赤城村人権教育推進協議 ・北橘村人権教育推進協議─
会 議会 会 会 会

・渋川市青少年問題協議会 ・伊香保町青少年問題協議 ・小野上村青少年問題協議 ・子持村青少年問題協議会 ・赤城村青少年問題協議会 ・北橘村青少年問題協議会
会 会

─ ─ ─ ─ ─・渋川市青少年センター運
営協議会

・広域圏社会教育推進連絡 ・広域圏社会教育推進連絡 ・広域圏社会教育推進連絡 ・広域圏社会教育推進連絡 ・広域圏社会教育推進連絡 ・広域圏社会教育推進連絡
協議会 協議会 協議会 協議会 協議会 協議会

・渋川市公民館運営審議会 ・伊香保町公民館運営審議 ・小野上村公民館運営審議 ・子持村公民館運営審議会 ・赤城村公民館運営審議会 ・北橘村公民館運営審議会
会 会

・渋川市文化財調査委員会 ・伊香保町文化財調査委員 ・小野上村文化財調査委員 ・子持村文化財調査委員会 ・赤城村文化財調査保護審 ・北橘村文化財調査委員会
会 会 議会

・渋川市立図書館協議会 ─ ─ ─ ─ ・北橘村図書館協議会
─ ・徳富蘆花記念文学館運営 ─ ─ ─ ・歴史民俗資料館運営審議

委員会 会
・渋川市スポーツ振興審議 ─ ─ ・子持村スポーツ推進委員 ─ ・北橘村スポーツ振興審議
会 会 会
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議案第１９号参考資料（その３）
渋川地区市町村任意合併協議会の調整調書

協 議 項 目 20 附属機関等の取扱いに関すること 関 係 項 目

現 況 調整理由 課題・

２ 附属機関等とは
「附属機関等」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第

３項の規定に基づき設置された附属機関及び市町村長等が市町村の事務について有
識者等の意見を聴取するために設置した附属機関に準じるものをいう。

【関係法令】
地方自治法（抄）
（委員会・委員の設置）

第１３８条の４（第１項～第２項省略）
３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機
関として自治紛争調停委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問
又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関につ
いては、この限りでない。

３ 先進地事例

新 居 浜 市 さ い た ま 市 大 船 渡 市

諮問機関については、原則として再編するもの 両市町に置かれている附属機関等は、原則とし別子山村に置かれている附属機関等は、原則と
とする。 て統合するものとする。なお、独自に置かれていして新浜市に統合するものとする。なお、独自に
なお、各市で独自に置かれている諮問機関につ る附属機関等については、実態を考慮し整備する置かれている付属機関等については、実態を考慮

いては、実態等を考慮し整備するものとする。 ものとする。し整備するものとする。
委員構成については、両市町の長が地域性に配

慮しながら別に協議して定めるものとする。

東 か が わ 市 長 崎 市 新 潟 市

、 、附属機関は、３町ともに置かれているものにつ 合併に伴い廃止される６町に置かれている附属 黒埼町に置かれている附属機関は 廃止するが
機関等については、原則として長崎市の同種の附 合併後の附属機関の委員構成については、必要にいては統合し、２町又は１町のみに置かれている
属機関等に統合するものとし、合併後の附属機関 より黒埼町の実状に応じた適切な措置を講じる。ものについては実情を考慮し整備する。
等の委員構成については、必要に応じ適切な措置 ただし、黒埼町の学校給食センター運営委員会
を講じる。 については、新潟市の附属機関として引き継ぐも
なお、６町の地域性から独自に設置されている のとする。

附属機関等のうち、合併後も継続して設置する必
要があるものについては、長崎市の附属機関等と
して引き継ぐものとする。


